
● 都道府県による絞り込み！出先から会員のお店などを検索可能！
● Yahoo! や Google 検索にも掛かりやすく、広告主様にもよりメリットある広告です。

を掲載しませんか？を掲載しませんか？

あっ、同窓生のお店だ。

　　　　今度行ってみよ♪♪

同窓生に向けて、広告を掲載しませんか。

検索エンジンに掛かりやすく、広告主様にとってもメリットのある広告を提供いたします。

ぜひ、この機会に全国の同窓生に向けて、アピールしませんか。

掲載料をいただくことで、今後の同窓会広報活動の充実への一助といたします。

同窓生の縁、絆を深めるとともに、同窓会広報活動の資金獲得のため、ぜひともご出稿をお願いいたします。

広告掲載のお費用

広告掲載料　年額 12,000 円

お申し込み＆詳細は裏面に



広告タイプ

お支払い方法と更新について

●お支払い方法について
お支払い方法につきましては、申込み完了次第、ご記入頂いたご住所まで御請求書を送付させて頂きますので、
指定の口座までお振込み下さいますようお願い申し上げます。

●掲載広告の内容の変更
掲載中の広告の内容を変更されたい場合は、随時お申し付け下さい。

同窓会　管理・広告運営サポート 有限会社プリンティングサービス
〒〒538­0043　大阪市鶴見区今津南2­7­6　06­6969­8111

会員賛助広告・企業賛助広告・有志賛助広告など
母校へ向けての応援メッセージを沿えて

あなたの活躍をバナーに載せて掲載しませんか！

●広告掲載開始について
入金確認後、祝祭日を除く14営業日内に掲載いたします。別途お知らせございませんので、ご了承くださいませ。

①　喫茶あまきた

②　尼崎太郎(1期)

③　〒661-0002 大阪府

　　兵庫県尼崎市塚口町5

　　TEL:06-6421-0132

④　阪急塚口駅南口から徒歩2分☆モー

　　ニング350円～お待ちしております。

① 表示名/URL※１

② お名前※2/卒期※2

③ 住所/TEL
　 お店や公開しても良い住所を表示します。
　 会員賛助広告の場合は空白になります。

④ 広告文書　35文字まで
　 母校、陸上部応援しております。活躍を期待しています。
　 学生時代には、大変お世話になりました。母校支援いたします！
　 JR尼崎駅で、パン屋をしております。同窓生お待ちしてます☆

※1　URLをお持ちでなくても大丈夫です。
※2　表示不要の場合は、ご指定いただけます。



　関係各位の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
　貴位におかれましてもあらゆる分野でご活躍されておられる数多くの同窓生の皆様への情報発信の場となることを期
待しております。
　この皆様からのご芳志を無駄にすることなく大切に利用させていただきますので、本来なら拝眉の上御礼申し上げます
ところ、書面にて失礼いたしますがご賢察の上何卒ご了承下さい。
　なお、広告申込要領は下記のとおりですので、宜しくお願い申し上げます。

お申込方法　広告掲載費年額 12,000 円　
FAX（0120-947-089）または郵便にてお送りください。
同窓会ホームページからもお申し込み頂けます。
受付後ご記入いただいた E-mail に折り返しご連絡させていただきます。（※E-mail は必ずご記入お願いします）

送付先：〒538-0043　大阪市鶴見区今津南2-7-6 　有限会社プリンティングサービス

①　表示名 ●                                                                                        社名・団体名など

②　お名前 ●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 卒期　●

　　E-mail ●

③　ご住所 ● 〒　　　　－

※ご記入頂いたご住所宛に御請求書や各種ご案内を送付させて頂きます。

　　TEL ●

　　ホームページURL ●　http://　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

④　広告文書（35文字まで） ●

備考

同窓会ホームページ運営サポート

有限会社プリンティングサービス
538-0043　大阪市鶴見区今津南2-7-6
TEL 06-6969-8111　FAX　06-6969-8112

等学校同窓会
〒661-0002兵庫県尼崎市塚口町5丁目40番1号

WEB広告申込書

広告申込を持って、広告ガイドラインへ同意する。



兵庫県立尼崎北高等学校同窓会ホームページバナー広告ガイドライン 

1. 目的 

活躍する同窓生の企業やお店を紹介することにより、さらに絆を深めるとともに、 

広告の収益を同窓会活動に有効に活用し、会活動の活発化を図ることを目的とする。 

2. 料金 

広告料は、広告掲載前年度末（３月末日）までに１年分 12,000 円を一括し

て徴収する。但し、年度途中から受付の場合一月当り 1,000 円とし年度末ま

での広告料を広告掲載前月末までに徴収する。 

3. 形式 

横 200 ピクセル×縦 100 ピクセルバナーから定型紹介ページへリンクし

URL を張り付ける 

4. 対象 

同窓生個人 

同窓生が経営もしくは所属する企業・お店・団体など 

5. 基準 

掲載する広告は同窓会会員からのものであり内容が次のいずれにも該当

しないものでなければならない。 

（１） 公共性を損なうおそれのあるもの 

（２） 政治又は宗教に関するもの 

（３） 個人、団体等の意見広告を内容とするもの 

（４） 公序良俗に反するもの 

（５） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年  

法律第 122 号）に規定する風俗営業に関するもの 

（６） 誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適切なもの 

（７） その他、幹事会が広告掲載として適当でないと認めるもの 

８．広告主の責務 

     広告主の責務として、次の事項を募集に際し明記するものとする。 

（１）広告の内容に関し生じた責任は広告主が負う 

（２）広告主は、広告の掲載について、関係法令を遵守しなければならない。 

９．その他 

  ガイドラインに定めのない事項は、幹事会において定めるものとする。 

10.施行日 

  ガイドラインは、平成 26 年 1 月 1 日から実施する。             
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